
 

 

 

 

計画段階環境配慮書に関する手続の流れとスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

○審査会のスケジュール（案） 

 

令和５年３月 27日      令和４年度第４回大阪府環境影響評価審査会（諮問） 

 

同年５月 30日      令和５年度第１回大阪府環境影響評価審査会（答申） 
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